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３．処理対象月３か月目作業（定時決定時は６月） 

３－１．〔任意〕社会保険処理事前確認作業 

（１）〔任意〕対象月給与処理結果反映確認 

・社会保険処理対象期間３か月の給与すべてが本処理まで終了していないと社会保

険処理を行うことができません。３カ月の給与処理（定時決定時は６月）が本処理

まで終了していることを確認します。 

・３か月目の給与（定時決定時は６月）が本処理まで終了したことにより、社会保

険仮処理結果が自動で反映されます。 

 

『給与計算』－『給与』－「結果メッセージ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 社会保険処理対象期間の３か月目（定時決定時は６月）給与の本処理結果が反映され

る前に、社会保険データを入力（修正）することはできません。 
 

 

 

 

 

例：４・５・６月が対象の定時決定処理の場合 
 

 ６月給与の本処理結果までが反映されて 

いることをご確認ください。 

３か月目

か月目 
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（２）〔任意〕『社保額事前リスト（社保本処理前.xls』の確認 

・社会保険処理対象期間３か月の給与本処理結果から、社会保険仮処理を行った場合の

予想結果を確認するための資料です。 

・社会保険処理対象期間３か月目給与（定時決定時は６月）本処理反映後、『社保額事前

リスト（社保本処理前.xls』を出力することが可能です。 

・出力対象者は、定時決定処理時は社会保険に加入している方（保険番号に登録がある

方）、随時改定処理時は初月に固定的賃金に昇給（降給）のある方です。 

・社会保険処理対象期間３か月目給与（定時決定時は６月）本処理反映後より出力可能

（社会保険仮処理を行うと内容が更新されます） 

 

『社保額事前リスト（社保本処理前.xls』 

『その他』－『外部出力』－「データ出力」「ファイル作成指示」 

・標準提供パターン表示に☑ 

・「D26 社保額事前リスト（社保本処理前」に☑し、「作成」ボタンを押下 

 

『社保額事前リスト（社保本処理前.xls』 

 
  

 
 

 

省略 

続く 

①  

②  ③  
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＜確認ポイント＞ 

処理結果区分・社会保険対象額・予想標準報酬月額の確認をしてください。 

① 処理結果区分  

  処理結果区分が S（D）（算定基礎届）か G（月額変更届）の場合のみ、電子申請デ

ータ、届書が作成されます。 

  S（D）か G 以外の場合は、電子申請データ、届書が作成されませんので、作成が必 

要な場は、データの修正をしてください。（A と B はエラーです） 

詳細は、「３－２．【必須】社会保険処理 PROSRVの操作」「（２）【必須】仮処理結果確

認」参照してください。 

 

② 社会保険対象額 

毎月の月例給与で計算されている社会保険対象額が正しいかご確認ください。 

 

③ 予想標準報酬月額 

給与結果から仮に社会保険処理を行った場合の予想標準報酬月額を表示しています。 

  随時改定処理の場合、支払基礎日数が１７日未満の月が１か月以上ある場合、ブラ 

ンクとなります。 

 

 


